
 

 

【次世代育成支援レター】ＮＯ.１６２ 

令和４年１２月 

政府は、コロナ禍で少子化がさらに進行している状況を鑑みて、緊急的に「子育て世帯への臨時特別給付」を

行うと同時に、次年度以降「出産育児一時金の大幅増額」も行う方針を決めました。今回はこうした状況につい

てご紹介いたします。 

 

 子育て世帯への臨時特別給付 

 令和３年１１月の閣議決定において、「子育て世帯への臨時特別給付」として、子供１人当たり５万円の現金を

迅速に支給し、その後に子供１人当たり５万円相当のクーポン給付を行う方針が示されていました。１８歳以下

の子供１人当たり１０万円相当を支給する内容で、自治体で育児用品などと引き換えることができるクーポンを

発行するか、現金を支給するかは判断してもらう方向でした。しかし、首相が令和４年１２月に国会で「地域の

実情に応じて、年内からでも現金１０万円を一括給付する形も選択肢に加える」と表明し、クーポン支給の原則

が事実上撤回されたような流れになっています。 
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上記の先行給付金（５万円）については、原則として「プッシュ型」支給です。公務員世帯や子供が高校生で

あるなど、一部の申請が必要な方を除いて申請不要です。 

また、妊娠中や０～２歳の子育て支援の充実に向けて、政府は令和５年１月１日以降に生まれた子供１人あた

り１０万円分のクーポンを配る事業を始める方針も決めました。妊娠届と出生届を出した後、それぞれ５万円分

ずつ渡します。所得制限は設けず、自治体の判断で現金の支給もできるようにします。 

出産クーポン（子育てクーポン）の事例：対象者と給付額・条件  

給付額 
妊娠届後、子ども１人あたり５万円（令和５（2023）年１月以降に出産の場合） 

出生届後、子ども 1人あたり５万円（令和４（2022）年４～12月に出産の場合） 

給付開始時期 令和５（2023）年１月頃を予定（自治体による） 

給付形態 クーポン（自治体の判断で現金も可能） 

給付対象 
令和４（2022）年４月～12月生まれ ⇒ 出生届で５万円支給 

令和５（2023）年１月以降に誕生 ⇒ 妊娠届で５万円＋出生届で５万円の計１０万円支給 

利用可能年齢 
０歳～２歳児 

※妊娠中から生まれた子どもが３歳になるまで使用できる 

所得制限 なし 

給付条件 保育園に通っていないことなどを条件とする可能性あり 

 

出産育児一時金の大幅増額 

子供が生まれたときに支給される「出産育児一時金」について、現在は健康保険・国民健康保険ともに原則と

して４２万円（産科医療補償制度対象の場合）ですが、これを令和５（2023）年４月から５０万円に引き上げる

予定で、大幅な増額を目指しています。 

一連の医療保険制度改革が厚生労働省の社会保障審議会で了承されており、８万円の引き上げは、制度創設以

来最大となります。 

 

＜個別相談の実施＞ 

次世代法に関する「行動計画の策定・届出」「認定・認証の取得」などについて、ご要望をいただければ、次 

世代育成支援対策推進員（特定社会保険労務士）がお伺いして個別相談にお応えいたします。お気軽にご連絡く 

ださい。                            神奈川県経営者協会 TEL 045-671-7060 

https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E5%87%BA%E7%94%A3%E8%82%B2%E5%85%90%E4%B8%80%E6%99%82%E9%87%91&fr=link_kw_nws_direct

